
 

 

 

 

 

 

選挙管理委員会議案 
 

 

（令和元年第９回）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 三 川 町  
 



  

会 議 次 第 
 

令和元年７月３日 午前９時 

上三川町役場４階 選挙管理委員会室 

 

１ 開会 

 

 

２ 挨拶 

 

 

３ 議事 

議案第１号 選挙人名簿の登録について 

議案第２号 選挙人名簿の抹消について 

議案第３号 選挙権を有する者の５０分の１、６分の１及び３分の１の数につ

いて 

議案第４号 選挙人名簿の抹消予定について 

議案第５号 参議院栃木県選出議員選挙における投票所の投票立会人について 

議案第６号 参議院比例代表選出議員選挙における投票所の投票立会人につい

て 

議案第７号 在外選挙人名簿の登録について 

議案第８号 在外選挙人名簿の抹消について 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 
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議案第１号 

 

選挙人名簿の登録について 

 

別冊名簿に記載された者を令和元年７月３日選挙人名簿に登録するものとする。 

 

令和元年７月３日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

記 

選挙人名簿  別冊 
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参考

選挙人名簿登録者数

男 女 計 男 女 計 男 女 計

第１投票区 1,185 1,213 2,398 1,185 1,213 2,398 0 0 0

第２投票区 1,901 1,890 3,791 1,913 1,893 3,806 12 3 15

第３投票区 725 700 1,425 724 700 1,424 △1 0 △1

第４投票区 945 985 1,930 955 994 1,949 10 9 19

第５投票区 2,178 1,791 3,969 2,274 1,798 4,072 96 7 103

第６投票区 1,420 1,425 2,845 1,421 1,433 2,854 1 8 9

第７投票区 1,399 1,399 2,798 1,409 1,409 2,818 10 10 20

第８投票区 1,759 1,725 3,484 1,768 1,731 3,499 9 6 15

第９投票区 1,506 1,452 2,958 1,519 1,480 2,999 13 28 41

合　　　計 13,018 12,580 25,598 13,168 12,651 25,819 150 71 221

（単位：人）

投票区

前回登録者数(R1.6.3) 今回登録者数(R1.7.3) 増　　　　減
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議案第２号 

 

選挙人名簿の抹消について 

 

次の者は、死亡したこと又は日本の国籍を失ったこと、本町の区域内に住所を有

しなくなった日後４箇月を経過するに至ったこと及び登録の際に登録されるべきで

なかったことのいずれかに該当したので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第２８条の規定により選挙人名簿から抹消するものとする。 

 

令和元年７月３日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

記 

 

死亡者の数  男：  ９人  女：  ６人  計： １５人 

転出者の数  男： ４３人  女： ３３人  計： ７６人 

職権消除の数 男：  ０人  女：  ０人  計：  ０人 

3



3 

議案第３号 

 

選挙権を有する者の５０分の１、６分の１及び３分の１の数について 

 

令和元年７月３日現在における地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条

第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び

第８６条第１項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１

６２号）第８条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第

５９号）第４条第１項及び第１１項並びに第５条第１項及び第１５項の規定による

選挙権を有する者の５０分の１、６分の１及び３分の１の数は、それぞれ次のとお

りである。 

 

令和元年７月３日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

記 

町の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

５１７人 

町の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

４，３０４人 

町の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

８，６０７人 
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議案第４号 

 

選挙人名簿の抹消予定について 

 

次の者は、本町の区域内に住所を有しなくなった日後４箇月を経過するに至った

ときに、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により選挙人名

簿から抹消するものとする。 

 

令和元年７月３日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

抹消予定の数  男： ４５人  女： ３０人
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議案第５号 

参議院栃木県選出議員選挙における投票所の投票立会人について 

令和元年７月２１日執行の参議院栃木県選出議員選挙について、各投票区の投票

立会人を次のとおり選任するものとする。 

令和年７月３日提出 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

投票区 選任月日 住所 生年月日 党派 氏名 

第１ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第２ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第３ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第４ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第５ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第６ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第７ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第８ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第９ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 
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議案第６号 

参議院比例代表選出議員選挙における投票所の投票立会人について 

令和元年７月２１日執行の参議院比例代表選出議員選挙について、各投票区の投

票立会人を次のとおり選任するものとする。 

令和元年７月３日提出 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

投票区 選任月日 住所 生年月日 党派 氏名 

第１ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第２ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第３ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第４ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第５ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第６ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第７ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第８ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

第９ 
投票区 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 

7 月 3 日 
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議案第７号 

 

在外選挙人名簿の登録について 

 

 次の者を令和元年７月３日在外選挙人名簿に登録するものとする。 

 

   令和元年７月３日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

最終住所又は申請時に

おける本籍 

経由領事官の 

名    称 
氏  名 生年月日 性別 備考
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議案第８号 

 

   在外選挙人名簿の抹消について 

 

 次の者は死亡又は国内の市町村において住民票が新たに作成された日後４箇月を

経過するに至ったことから、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の

１１の規定により選挙人名簿から抹消するものとする。 

 

   令和元年７月３日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男     

 

 

最終住所又は申請時に

おける本籍 

経由領事官の 

名    称 
氏  名 生年月日 性別 備考
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